
平成23年(2011年)10月26日

平成２３年度 児童手当及び子ども手当特例交付金の変
更決定 及び 普通交付税の再算定

総務省は、平成２３年度における子ども手当の支給等に関する
特別措置法の成立に伴い、 １０月２６日に、平成２３年度児童手当
及び子ども手当特例交付金の交付額を変更決定しました。併せて、
これに伴う平成２３年度普通交付税の再算定を行いました。これに伴う平成２３年度普通交付税の再算定を行いました。

(連絡先)
自治財政局交付税課
担当：原課長補佐

山谷（やまや）課長補佐
電話：(代表)03-5253-5111

(内線)23363,23362
(直通)03-5253-5624
(FAX) 03-5253-5625



平成２３年度 児童手当及び子ども手当特例交付金の変更決定

１ 変更決定額

（単位：億円）

区 分 変 更 決 定 当 初 決 定 差 額
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

都道府県分 ９０１ ６３３ ２６７

市 町 村 分 ９０１ ６３３ ２６７

合 計合 計 １，８０１ １，２６７ ５３４

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内において一致しない箇所がある。

２ 変更決定の概要２ 変更決定の概要

平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく１０

月以降分の子ども手当の支給に伴い、児童手当及び子ども手当特例交付金の交

付額の変更決定を行うもの（１０月分から１月分までの支給に対応）。

なお、児童手当及び子ども手当特例交付金は、普通交付税の交付・不交付

にかかわらず、 全地方公共団体に交付するもの。

３ 現金交付

現金交付日は、１１月２日（水）の予定。

１



平成23年度 平成23年度 差額 平成23年度 平成23年度 差額
変更決定 　A 当初決定 　B A-B　　C 変更決定 　D 当初決定 　E D-E　　F

都 道 府 県 分

都道府県

市 町 村 分

平成23年度児童手当及び子ども手当特例交付金　都道府県別変更決定額（都道府県分・市町村分）

　　 （単位：百万円）

 北海道 3,433 2,402 1,031 3,266 2,189 1,077

 青  森 835 590 245 898 608 290

 岩  手 1,125 796 329 825 552 273

 宮  城 1,879 1,306 572 1,396 931 464

 秋  田 763 541 222 697 471 226

 山  形 908 643 266 735 494 240

 福  島 1,397 990 407 1,144 769 375

 茨  城 1,753 1,213 541 1,814 1,272 542

栃 木 1 257 871 386 1 392 1 029 363 栃  木 1,257 871 386 1,392 1,029 363

 群  馬 1,213 847 366 1,123 754 368

 埼  玉 3,627 2,467 1,160 5,074 3,763 1,311

 千  葉 3,570 2,429 1,142 4,432 3,157 1,275

 東  京 15,419 11,741 3,678 11,725 8,923 2,801

 神奈川 5,746 3,862 1,885 7,983 5,807 2,176

 新  潟 1,654 1,161 493 1,325 894 432

 富  山 673 472 200 503 334 169

 石  川 685 478 207 622 413 209

 福  井 656 464 193 555 388 167

 山  梨 658 461 197 560 377 183

 長  野 1,720 1,197 523 1,408 940 467

 岐  阜 1,256 875 380 1,212 807 405

 静  岡 2,368 1,638 729 2,406 1,707 698

 愛  知 4,611 3,137 1,474 7,100 5,499 1,601

 三  重 1,333 924 409 1,324 939 385

 滋  賀 982 680 302 968 652 316

京 都 1 670 1 145 525 1 634 1 071 563 京  都 1,670 1,145 525 1,634 1,071 563

 大  阪 4,925 3,342 1,583 6,626 4,436 2,189

 兵  庫 3,618 2,482 1,135 3,654 2,403 1,251

 奈  良 904 626 278 896 591 305

 和歌山 662 463 198 684 458 225

 鳥  取 581 408 172 354 236 118

 島  根 729 510 219 596 397 199

 岡  山 1,188 827 360 1,111 739 372

 広  島 1,782 1,237 544 1,855 1,242 614

 山  口 992 694 298 933 624 309

 徳  島 667 468 199 492 328 164

 香  川 655 458 197 528 351 177

 愛  媛 1,036 727 309 886 592 294

 高  知 593 417 175 497 332 165

 福  岡 2,828 1,954 874 2,557 1,690 867

 佐  賀 701 491 210 534 356 178

 長  崎 1,195 843 353 974 654 321

熊 本 1 269 888 381 1 235 823 412

２

 熊  本 1,269 888 381 1,235 823 412

 大  分 866 607 259 708 474 234

 宮  崎 876 618 259 646 433 212

 鹿児島 1,496 1,049 447 1,348 899 449

 沖  縄 1,313 910 402 835 549 285

 合  計 90,065 63,349 26,716 90,065 63,349 26,716

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、表内において一致しない箇所がある。

　　



平成２３年度 普通交付税の再算定

１ 再算定結果１ 再算定結果

（単位：億円）

区 分 再 算 定 当 初 算 定 差 額
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

道府県分 ８７，２５３ ８７，２５５ △２

市町村分 ７６，９３８ ７６，９３８ △０

合 計 １６４，１９１ １６４，１９３ △２

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内において一致しない箇所がある。

２ 再算定の概要

平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく１０

月以降分 子ども手当 支給に係る基準財政需要額（社会福祉費）及び基準財月以降分の子ども手当の支給に係る基準財政需要額（社会福祉費）及び基準財

政収入額（児童手当及び子ども手当特例交付金）の増額に伴い、普通交付税の

再算定を行うもの。

なお、財源不足団体における基準財政需要額の増加額は４６４億円、基準財

政収入額の増加額は４６６億円である。

３ 不交付団体

再算定により当初算定と比べて、新たに不交付団体となった団体はない。

４ 現金交付

再算定を反映した現金交付日は、１１月２日（水）の予定。

３



平成23年度 平成23年度 差額 平成23年度 平成23年度 差額
  再算定  　A 当初算定 　B A-B　　C 再算定 　 D 当初算定 　E D-E　　F

 北海道 688,432 688,441 -9 773,326 773,337 -11

青 森 219 477 219 483 6 194 545 194 549 4

道 府 県 分

都道府県

市 町 村 分

平成23年度普通交付税　都道府県別変更決定額（道府県分・市町村分）

　　 （単位：百万円）

 青  森 219,477 219,483 -6 194,545 194,549 -4

 岩  手 229,871 229,860 10 198,641 198,639 3

 宮  城 183,780 183,780 -1 186,251 186,258 -6

 秋  田 198,589 198,597 -8 187,054 187,059 -5

 山  形 184,896 184,904 -8 148,926 148,923 3

 福  島 225,867 225,874 -7 199,455 199,463 -8

 茨  城 178,231 178,221 10 155,559 155,562 -4

 栃  木 138,164 138,154 10 87,302 87,302 -0

 群  馬 137,792 137,786 7 119,877 119,876 1群 馬 , , , ,

 埼  玉 201,251 201,242 8 144,902 144,911 -9

 千  葉 169,769 169,757 12 150,366 150,376 -9

 東  京 -             - -             54,864 54,866 -2

 神奈川 80,916 81,017 -100 62,460 62,444 16

 新  潟 290,775 290,773 3 253,621 253,615 6

 富  山 129,115 129,113 3 84,050 84,049 1

 石  川 132,577 132,580 -3 103,997 104,000 -3

 福  井 128,191 128,188 4 59,756 59,757 -1

 山  梨 128,993 128,990 3 88,775 88,776 -1

 長  野 224,488 224,486 1 244,105 244,104 1

 岐  阜 175,857 175,851 6 157,735 157,738 -3

 静  岡 158,095 158,125 -31 98,445 98,457 -12

 愛  知 52,516 52,529 -13 91,163 91,155 8

 三  重 137,895 137,895 0 117,116 117,124 -8

 滋  賀 109,899 109,907 -8 82,154 82,154 -0

 京  都 168,370 168,375 -6 154,391 154,400 -9

大 阪 290 276 290 317 -41 260 904 260 889 16 大  阪 290,276 290,317 -41 260,904 260,889 16

 兵  庫 313,371 313,404 -33 302,755 302,722 33

 奈  良 146,383 146,385 -2 110,464 110,467 -4

 和歌山 162,748 162,749 -1 110,024 110,023 1

 鳥  取 131,245 131,246 -2 85,202 85,202 -1

 島  根 181,037 181,040 -3 140,549 140,551 -2

 岡  山 167,039 167,038 1 178,190 178,191 -1

 広  島 191,668 191,681 -13 198,473 198,475 -2

 山  口 174,968 174,979 -11 132,220 132,221 -1, , , ,

 徳  島 147,221 147,229 -7 89,390 89,389 1

 香  川 112,253 112,254 -0 78,727 78,726 1

 愛  媛 167,973 167,983 -10 150,627 150,619 7

 高  知 172,173 172,180 -7 130,162 130,165 -3

 福  岡 282,830 282,822 9 336,856 336,863 -7

 佐  賀 139,396 139,389 7 94,191 94,191 -0

 長  崎 220,686 220,675 11 205,332 205,330 3

 熊  本 219,881 219,882 -2 226,552 226,553 -1

 大  分 172,134 172,129 5 135,328 135,325 3

 宮  崎 183,296 183,304 -8 142,875 142,871 4

 鹿児島 271,746 271,737 9 252,544 252,539 4

 沖  縄 203,168 203,167 1 133,589 133,593 -3

 合  計 8,725,298 8,725,519 -221 7,693,791 7,693,798 -8

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、表内において一致しない箇所がある。

　　
４


